
 

住民監査請求があった旨の監査委員からの通知（地方自治法第 242条第３項） 

 

番号 
監査委員からの 

通知日 

件名 

（請求日） 

（請求の趣旨） 

関係部局 

１ 令和４年 11月 21日 

鈴鹿市教育委員会に関する住民監査請求 

（令和４年 11月 17日） 

  

  鈴鹿市教育委員会は鈴鹿市立中学 

校教職員（県費負担教職員）７名に 

対して、週休日等の部活動指導に係 

る特殊勤務手当（2022年４月度分）

の支給を行っている。週休日等の部 

活動指導の時間は在校等時間として 

計上すべきものであるが、これらの 

教職員の場合、週休日等における在 

校等時間記録と特殊勤務手当の申請 

の際に申し出た部活動指導時間が一 

致していない。部活動指導の実績が 

ないにも関わらず、特殊勤務手当を 

受給した場合、特殊勤務手当の返還

等、必要な措置が執られることを求 

める。 

 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２  



番号 
監査委員からの 

通知日 

件名 

（請求日） 

（請求の趣旨） 

関係部局 

２ 令和４年 11月 21日 

三重県教育委員会に関する住民監査請求 

（令和４年 11月 17日） 

  

  鈴鹿市立神戸中学校教職員（県費 

負担教職員）１名は三重県中学校体 

育連盟（以下、「三重県中体連」と 

いう。）の理事長でもある。 

担当の校務分掌の１つとして「中体

連・県事務局」（三重県中体連事務

局）が割り当てられているが、三重 

県中体連は学校の外部団体であり、 

三重県中体連の業務が校務分掌とは 

なり得ず、また、三重県中体連事務 

局の業務が教職員の担う業務と業務 

内容が重なっているというわけでは 

ない。さらに、担当授業時間数は同 

校に勤務する他の県費負担教職員の 

ほぼ全員が週あたり 20数コマである

のに対して、当該教諭の場合は授業 

を一切受け持っていない。県費負担 

教職員に支払われている人件費は当 

然ながら教職員としての業務を行う 

ことに対するものである。外部団体 

である三重県中体連の理事長をして 

いることを理由に校務の軽減が行わ 

れれば、県費から支出されている人 

件費が学校の外郭団体である三重県 

中体連のために利用されていること 

になり、不適切と言わざるを得ない。 

当該教諭の給与・賞与の合計を年 

間 700万円と仮定すると、それとほ 

ぼ同額の損害が県に与えられたこと 

になる（当該教諭が授業を受け持っ 

ていないため）。そこで、県が被っ 

た損害を三重県中体連に請求すると 

いった、必要な措置を執ることを求 

める。 

 

教育委員会 



 


